
商品取引所法等改正法

～第二段階施行部分の概要～



（１）商品取引所と金融商品取引所の相互乗り入れの実現

＜概 要＞

商品取引所が兼業業務やその子会社を通じて、有価証券等の金
融商品の取引を行う市場の開設等が可能に。

第２段階施行関係の法改正事項と今般の政令改正事項の概要

※金融商品取引法においても同様に措置。

Ⅰ．子会社方式

商品取引所が金融商品取引所を
子会社とするケース

相互乗り入れの類型

商品取引所

他の子会社 金融商品取引所

（３）株式会社商品取引所の株主規制に関する制度整備

戦略的な資本提携や、取引所グループとしての経営展開を可
能とするため、株式会社商品取引所の議決権に関する規制に

制度を整備

（２）商品取引所の業務制限の緩和等

商品取引所が兼業業務やその子会社を通じて、排出量取引市
場の開設等の多様な業務を行うことが可能に。

取引所

Ⅱ．グループ会社方式

Ⅲ．兼業業務方式

商品取引所が兼業業務として金

商品取引所持株会社が金融商品
取引所を子会社とするケース

商品取引所
持株会社

商品取引所 金融商品取引所

ついて以下の制度を整備。

政令で、一定の要件を満たす海外の取引所及びその持
株会社を指定。【政令事項】

① 株主の議決権保有制限を５％から２０％に緩和。

② 政令で定める者については、大臣の認可を受けて、特例と
して２０％以上５０％以下の保有が可能に。（主要株主）

③ 大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社は１００％まで
保有が可能に。 ※金融商品取引法においても同様に措置。

商品市場 金融商品市場

融商品市場を開設するケース

議決権保有比率 （議決権の保有が認められる者）

・商品取引所持株会社

株式会社商品取引所の株主規制

１００％

認可必要

取引の利便性を向上させる観点から、商品先物取引を行う際
に必要となる証拠金について、現金や株券等に加え、いわゆ
る商品ＥＴＦで代用することが可能に。【政令事項】

※商品ＥＴＦとは、商品先物の価格等に連動する上場投資信託。

（４）その他

２０％

５０％

・何人も保有可能

・地方公共団体

・海外の取引所 （政令指定）

・海外の取引所持株会社 （政令指定）

０％

改正商品取引所法の第２段階目の施行日を、平成２２年７月
１日とする。【政令事項】

認可必要

認可不要

議決権保有制限


